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▼タイトル  旧広瀬小学校跡地の利活用に関する提言書が提出されました   
▼概 要  広瀬小学校跡地利用検討委員会は、平成２６年１２月から１１回にわたり委員会を開
催し、地域住民へのアンケート調査のほか、各地の廃校活用事例も参考にしながら、閉

校後の広瀬小学校の施設跡地の利活用について、検討を重ねてこられました。 
このほど利活用の方法について提言書をまとめられ、１０月４日に福井市長へ提出さ

れましたのでお知らせします。   提言書では、地域住民にとって望ましい利活用策として２点を挙げておられます。  【提言１】青少年の健全育成のための施設 
子どもたちの生きる力を育み、自立を支援する活動に取り組む団体によ

り活用されることを希望されています。  【提言２】複合的有効利用 
地域の物産振興や周辺の豊かな環境、資源、人材などを活かした取り組

み、福祉支援やコミュニティ活動などで複数の団体・事業者による複合的

利用が図られ、施設全体が有効に活用されることを希望されています。   今後、市ではこの提言内容をもとに具体化に向けて、調整・検討を進めてまいります。       
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